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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者識別された測定信号を供給する装置であって、
　患者の生理的パラメータを表わす測定信号を測定装置から受信する手段と、
　上記患者を識別する識別信号を患者識別装置から受信する患者識別読取り器と、
　上記患者識別された測定信号を供給するために、上記測定信号を上記識別信号と組合す
及び／又は関連付ける手段とを有し、
　上記患者識別読取り器は、上記識別信号が有効であるか否かを確認し、上記患者識別読
取り器が有効な識別信号を認識した場合にのみ、上記識別信号を上記測定信号に結びつけ
る装置。
【請求項２】
　患者の生理的パラメータを測定するシステムであって、
　請求項１記載の装置と、
　上記患者の生理的パラメータを表わす上記測定信号を測定する測定装置と、
　上記患者を識別する識別信号を供給する患者識別装置と、
　を有するシステム。
【請求項３】
　上記患者識別装置は、好ましくは上記識別信号、又は、上記識別信号を引出すことがで
きる識別子を入力することで、上記患者或いは第３者のアクティブ対話によって上記識別
信号を供給する手段を含む請求項２記載のシステム。
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【請求項４】
　上記患者識別装置は、上記患者によって好ましくは保持される患者識別装置から、上記
識別信号、又は、上記識別信号を引出すことができる識別子を好ましくは自動的に読取る
ことで、上記患者或いは第３者のアクティブ対話を必要とすること無く上記識別信号を自
動的に供給する手段を含む請求項２記載のシステム。
【請求項５】
　上記患者識別装置は、上記識別信号、又は、上記識別信号を引出すことができる識別子
を読取るために上記患者識別読取り器と通信を確立する手段を含む請求項４記載のシステ
ム。
【請求項６】
　上記患者識別装置は、
　上記識別信号、又は、好ましくはキーコード或いはスマートカードである対応する識別
子のユーザ始動された入力を受信する手段、
　好ましくは上記患者によって着用されるかさもなければ保持されるタグ及び／又はトラ
ンスポンダーを用いて上記識別信号、又は、対応する識別子を自動的に感知する手段、及
び／又は、
　好ましくは指紋及び／又は声である上記患者の生物学的特徴の特質を評価する手段を含
む請求項１乃至５のうちいずれか一項記載のシステム。
【請求項７】
　上記患者識別読取り器は、上記識別信号、又は、上記識別信号が得られる対応する識別
子を読取るために上記患者識別装置と通信を確立する読取りユニットを含む請求項１乃至
６のうちいずれか一項記載のシステム。
【請求項８】
　患者識別された測定信号を供給する方法であって、
　患者の生理的パラメータを表わす測定信号を受信するステップと、
　患者識別装置から上記患者を識別する識別信号を受信するステップと、
　上記患者識別された測定信号を供給するために上記測定信号を上記識別信号と組合す及
び／又は関連付けるステップと、
　上記識別信号が有効であるか否かを確認するステップと、
　有効な識別信号が認識された場合にのみ、上記識別信号を上記測定信号に結びつけるス
テップと、
　を有する方法。
【請求項９】
　上記識別信号を受信するステップは、上記患者の生理的パラメータを表わす測定信号を
受信するステップと近い時間的関係、好ましくは上記患者の生理的パラメータの測定処理
中、又は上記測定処理の前又は後に実行される、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　上記識別信号を受信するステップは、次の測定処理の前に実行される、請求項９記載の
方法。
【請求項１１】
　好ましくは上記識別信号、又は、上記識別信号を引出すことができる識別子を入力する
ことで、上記患者或いは第３者のアクティブ対話によって、上記識別信号が供給される、
請求項８乃至１０のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　上記患者によって好ましくは保持される患者識別装置から、上記識別信号、又は、上記
識別信号を引出すことができる識別子を好ましくは自動的に読取ることで、上記患者或い
は第３者のアクティブ対話を必要とすること無く、上記識別信号が自動的に供給される、
請求項８乃至１０のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　上記識別信号、又は、上記識別信号を引出すことができる識別子を読取るために、通信
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が確立される、請求項１２記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［発明の背景］
本発明は、患者の生理的パラメータの測定に関わる。
【０００２】
多くの西洋国が保険医療費を含む必要性の問題に直面していると同時に、何年か先に保健
医療システムを可能性として負担するかもしれない老人層及び慢性病の人々の数は増加し
ている。既存のサービスのより良い使用を奨励し、看護方法を再指導する方向に方針が向
けられている。
【０００３】
一つの非常に有望な解決策は、病院から病院外の環境、例えば、家或いは遠隔な場所に電
話医薬（Telemedicine）解決策を用いてサービスを伝えることである。電話医薬は、「離
れた場所での薬」として定義され、従って、医療従事者は必要時に患者を診断し治療する
ことができるようになる。技術的には、電話医薬解決策は、患者の家に配置されたモニタ
リング装置を含み得る。これら装置は、生命徴候を測定し、既存の媒体（例えば、電話）
を通じて記録されたデータを医療従事者に送信する。
【０００４】
医療従事者と患者が離れているため、特定の個人に対して記録された測定信号を明白に割
り当てる必要性が生じる。医療従事者は、測定を行っている人を見ることができないため
、記録された測定信号の誤った読取り及び／又は解釈が起こり得る。この問題は、同じ測
定装置が故意に或いは誤って一人以上の患者によって使用されるときより深刻である。こ
のときも測定されたデータは、特定の個人に明確に割り当てられなくてはならない。
【０００５】
公知の解決策では、前に記録されたデータと測定された患者の生命徴候との相関関係が、
記録された測定信号を特定の個人に割り当てるために与えられる。この概念は、通常生理
的パラメータが特定の範囲内でだけ変化するといった事実を利用する。生理的に可能な変
動よりもより劇的な変動を示す記録されたデータは、患者から生じ得ないため明らかに検
出され削除され得る。しかしながら、この概念は、患者の生理的範囲内にあるがその患者
によって発生されていない、誤った生命徴候測定の認識は支持しない。この解決策は、（
前の）基準データの有用性に依存し、数多くの患者が意図的に同じ装置を使用することを
許可しない。
【０００６】
［発明の要約］
本発明は、記録された測定信号を特定の個人に明確に割り当てることを目的とする。この
目的は、独立項に記載する方法等で解決する。好ましい実施例は従属項に記載する。
【０００７】
本発明によると、特定の個人の測定信号には、測定を実施する特定の人を明白に識別する
識別信号が与えられる。患者識別信号は、明確な識別子を提供し、測定を実施する個人を
遠隔的に認識することを可能にする。患者識別信号は、例えば、
特定の識別子（例えば、キーコード、スマートカード）のユーザ始動されたエントリー、
患者によって着用されるようなタグの自動感知、
特有の生物学的特徴（例えば、指紋、声）の評価によって好ましくは与えられ得る。
【０００８】
測定信号と識別信号を組合す／関連付ける（又はリンクさせる）ために、測定機器は、患
者識別読取り器（ＰＩＲ）を有する。しかしながら、実際の生理的信号測定処理と近い時
間的関係例えば、測定処理中或いは測定処理の（少し）前又は後、少なくとも次の測定処
理の前に患者は識別され、ＰＩＲは測定機器に患者識別子を供給することができ、測定機
器は識別信号を測定信号と関連付けることができる。患者は、識別信号、又は、識別信号
を引出すことができる任意の種類の識別子をＰＩＲに送ることで識別され得る。
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【０００９】
ＰＩＲは、現在測定している人が有効な識別子を有するか否かを調べる。ＰＩＲは、有効
な識別子を認識したときだけ、識別信号を患者の測定されたパラメータに（電子的に）結
び付ける。従って、測定された各患者信号は、特定の患者に明示的に割り当てられ得る。
或いは、測定する人が有効な識別子を有さない場合、測定は放棄される。
【００１０】
本発明の第１の面では、識別信号は、個人の或いは第３者のアクティブな（好ましくはユ
ーザ始動された）対話によって測定信号と関連付けられる。好ましい実施例では、患者は
、識別信号、又は、識別信号を引出すことができるキーコード或いはスマートカードのよ
うな識別子を例えば、測定前或いは測定後に入力することを要求される。これは、夫々の
測定装置に何らかの形態のキーコード或いはスマートカード読取りインタフェースが具備
されていることを必要とする。更に、正しいキーコード、並びに、全ての活動（生理的測
定及びキーコード入力）が実施されなくてはならない順序を覚えておく点でかなりの患者
の対話を要求する。患者を識別するこの機構は、知的欠陥のある人のような特定のグルー
プのユーザを潜在的に排除する。
【００１１】
本発明の第２の面では、識別信号は測定信号と自動的に関連付けられる。測定機器は、患
者識別読取り器ＰＩＲを有し、患者は、対応する患者識別装置（ＰＩＤ）を保持するか（
例えば、ブレスレット或いはクリップの形態で）着用する。ＰＩＲ及びＰＩＤは、実際の
生理的信号測定処理に少なくとも近い時間的関係で、通信を間で確立するよう適合される
。
【００１２】
通信中、ＰＩＤは患者を識別し、ＰＩＲは測定機器に患者識別信号を供給し、測定機器は
識別信号を測定信号と再び関連付けることができる。ＰＩＤは、識別信号、又は、識別信
号を引出すことができる任意の種類の識別子をＰＩＲに送ることで患者を識別することが
できる。好ましい実施例では、ＰＩＲは、電気信号を送るか、生理的測定と発生順の関係
でＰＩＤ（例えば、バーコード、指紋等）を走査する。
【００１３】
患者識別装置ＰＩＤと患者識別読取り器ＰＩＲとの間の通信は、有線或いは無線送信（例
えば、超音波、赤外線、磁気、無線周波数、光学的、又は他の電磁送信）のような技術に
おいて公知の任意の手段によって設けられ得る。
【００１４】
ＰＩＲは、現在の測定を実施する人が有効な識別子を有するか否かを調べる。ＰＩＲは、
好適なＰＩＤを認識すると、識別子（例えば、固有の識別番号）を登録し、識別信号（例
えば、この明確な識別番号）を患者の測定パラメータに電子的に結び付ける。
【００１５】
好ましい実施例では、ＰＩＲは、ＰＩＤからの識別子を読取り、生理的測定機器によって
記録されたデータと、一意の人識別子を一人の特定の個人に割り当てられた情報パッケー
ジに組合すことができる感知装置を有する。
【００１６】
感知装置は、光学的な解決策（例えば、バーコード読取り器、赤外線）、無線電気コンセ
プト（例えば、ＲＦトランスポンダー、磁気結合）から例えば、患者の指紋、声特徴或い
は他の固有の生物学的マーカーを分析できる生体感応装置といった様々な技術を利用して
実行され得る。生体感応装置の場合、患者の個人的特徴（例えば、指紋、声等）は、生理
的測定を特定の個人に相互に関連させるようにＰＩＤとして利用される。
【００１７】
ＰＩＲは、測定機器の一体化された部分でもよく、又は、測定機器に接続されているだけ
でもよい。ＰＩＲは、好ましくは、測定を実施する個人がＰＩＤの有効な識別子を有する
か否かを調べ、認識が正である場合、この記録された識別子を測定された信号とリンクさ
せる。
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【００１８】
自動患者識別システム（ＡＰＩＳ）の好ましい実施例では、ＰＩＤは、いたずら防止識別
番号を有するコンパクトなトランスポンダーを有する。このトランスポンダーは、様々な
大きさにパッケージされ得る。超薄で電池不要であり、例えば、ブレスレット又はクリッ
プとして患者によって着用されることが可能なことが好ましい。患者が測定を実施すると
き、測定装置のＰＩＲは、例えば、無線周波数（ＲＦ）読取り器によってユーザのトラン
スポンダーに自動的に呼掛ける。つまり、トランスポンダーは、測定装置と直接的に機械
接触していなくてもよい。しかしながら、患者は、読取り器がトランスポンダーとリンク
するよう、ＰＩＲの近傍にいる必要がある。測定ユニットは、有効なトランスポンダーを
検出した場合、識別信号（例えば、識別番号）を測定された生命徴候と一緒に医療従事者
に送る。トランスポンダーと読取り器との間でＲＦリンクを使用する代わりに、この概念
は例えば、磁気結合を用いて実行され得る。
【００１９】
この解決策は、トランスポンダーを着用することと測定を開始すること以外に患者による
介入を必要としない。好適なユーザの呼掛けと、記録された識別子、並びに、患者の測定
された生理学パラメータの送信は、測定ユニットによって実施される完全に自動の処理で
ある。本発明は、任意の種類のデータ担体に記憶されるかさもなければ供給され、任意の
適切なデータ処理ユニットによって実行されてもよい一つ以上の適切なソフトウェアプロ
グラムによって部分的に或いは完全に含まれ得ることが明らかである。
【００２０】
この概念は、一個人に対して生理的測定を明白に割り当てることを可能にする。更に、有
効な識別子を有する或いは識別子を有さない個人によって実施される測定のフィルタ処理
を可能にする。更に、多くの人（患者）は、各記録された生理的信号に電子的にタグをつ
け、一人の特定の人にリンクさせることで同じ組の測定装置を使用することができる。
【００２１】
本発明は、任意の種類のデータ担体に記憶されるかさもなければ供給され、任意の適切な
データ処理ユニットによって実行されてもよい一つ以上の適切なソフトウェアプログラム
によって部分的に或いは完全に含まれ得ることが明らかである。
【００２２】
［本発明の詳細な説明］
本発明の他の目的及び多数の付随する点は、添付の図面と共に以下の詳細な説明を参照す
ることで容易に認識され、より良く理解される。略或いは機能的に等しい或いは類似する
特徴は、同じ参照番号で示される。
【００２３】
図１は、本発明の実施例の例として自動患者識別システム（ＡＰＩＳ）を示す。患者識別
装置（ＰＩＤ）１００は、生理的測定ユニット１２０によって供給される患者の測定結果
を識別する患者識別読取り器（ＰＩＲ）１１０と結合されている。測定を実施している特
定の人を明確に識別するために、ＰＩＤ１００は、患者に対する明白な識別子をＰＩＲ１
１０に供給する。ＰＩＲ１１０は、ＰＩＤ１００からの識別子を確認し、患者識別信号を
信号パッケージングユニット１３０に供給し、この信号パッケージングユニット１３０は
更に生理的測定ユニット１２０から患者の測定結果を受信する。信号パッケージングユニ
ット１３０は、患者の測定結果と患者識別信号を、組み合わされた測定及びＩＤ出力信号
１４０に組合す。
【００２４】
図１は、個別に或いは組み合わされて適用され得るＰＩＤ１００の複数の異なる解決策を
示す図である。ＰＩＤ１００Ａは、ＰＩＮコードのような患者識別子を手動で入力するた
めのキーパッドエントリーを表示する。ＰＩＤ１００Ｂは、患者識別子を含むバーコード
等を読取るバーコード解決策を表示する。ＰＩＤ１００Ｃは、トランスポンダーコンセプ
トを示し、患者識別子は、着用されるかさもなければ患者によって保持されるトランスポ
ンダーと受信ユニット（ＰＩＲ１１０の一部でもよい）との間でＲＦリンクを介して登録
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な患者の身体的特徴による識別に基づく識別システムを表わす。
【００２５】
ＰＩＲ１１０は、ＰＩＤ１００から識別子を読取る読取りユニット１６０と、識別子を確
認する識別子評価ユニット１７０とを有することが好ましい。
【００２６】
図２は、ＰＩＤ１００Ｃの例に関して、図１に示す自動患者識別システム（ＡＰＩＳ）を
より概念的に示す図である。ＰＩＤ１００Ｃは、例えば、患者の腕に着用されるトランス
ポンダー２００と、無線周波数通信を間で確立するよう、ＰＩＲ１１０に好ましくは一体
化された送信ユニット２１０とを有する。送信ユニット２１０は、無線周波数送信器／受
信器及びアンテナを具備する。測定前或いは測定中、ＰＩＲ１３０は、測定を実施してい
る人が好適のトランスポンダー２００を着用しているかを調べる信号を（送信ユニット２
１０を通じて）送り出す。送信ユニット２１０によって送信される低エネルギー信号は、
トランスポンダー２００を活性化させ、従って、トランスポンダー２００は単独で（例え
ば、電池によって）給電される必要がない。送信ユニット２１０からの活性化信号は、更
に、識別番号のような記憶された患者識別子を送信するようトランスポンダー２００に命
令する。
【００２７】
読取りユニット１６０は、送信ユニット２１０から患者識別子を読取る。ＰＩＲ１１０が
識別子評価ユニット１７０を有する場合、識別子評価ユニットは患者識別子が好適か否か
を確認する。患者識別子が好適である場合、ＰＩＲ１１０は患者識別子から得られた識別
信号を信号パッケージングユニット１３０に送る。信号パッケージングユニット１３０は
、生理的測定ユニット１２０から患者の測定結果を更に受信し、両方の信号を組合し、こ
の組み合わされた信号を好ましくはモデム２３０及び電気通信システム２４０を介して遠
隔ユーザ２２０（例えば、検討する臨床医）に送る。或いは、信号パッケージングユニッ
ト１３０は、識別信号及び測定された信号を単にパッケージ化し、この情報を遠隔ユーザ
２２０に送信してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による実施例の例として自動患者識別システム（ＡＰＩＳ）を示す図で
ある。
【図２】　本発明による実施例の例として自動患者識別システム（ＡＰＩＳ）を示す図で
ある。
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【図２】
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